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用語について 

 
歳入と歳出 
　「歳入」と「歳出」はそれぞれ収入と支出の 1 年間の総額です。収入の一部を支出に充てたときでも、

差し引きは行わないのが原則です。 
予算と決算 
　「予算」は「歳入」と「歳出」の見積額のことで、「歳入」の見積額が「歳入予算」、「歳出」の見積額が

「歳出予算」となります。「歳入」「歳出」を見積って「予算」にすることを「予算を組む」または「予算

をたてる」といいます。 
「歳出予算」の限度額は「歳入予算」の額となります。普通「歳出予算」が「歳入予算」と同じ額にな

るように予算を組みます。 
町の行う様々な事業は「歳出予算」の範囲内で行われます。 
「決算」は「予算」に基づき１年間活動した結果、実際に収入、支出した「歳入」、「歳出」の額のこと

です。「予算」と同様に「歳入決算」、「歳出決算」があります。黒字の場合は繰越金として次年度へ引き継

ぎ、赤字の場合は積立金等からその補てんを行います。 
会計 
　「会計」は「歳入」、「歳出」を目的により大きく分類し、他の「会計」に属する金額と混ざらないよう

分けたものです。「会計」ごとに「予算」をたてます。 
　「会計」は次のように分類されます。 

1. 普通会計・・・特別の事業目的を持たず、一般的な運営を行う一般会計と、事業会計や公営企業会計

に属さない特別会計が属します。 
2. 公営事業会計・・・法律で設置が義務づけられている、特定の事業を行う会計です。 
3. 公営企業会計・・・公営事業会計のうち、「歳出」を料金収入でまかなうなど、民間企業に近い性質を

持つ事業を独立した経理で行うための会計です。 
邑南町の会計をこれに従って分類すると次のようになります。 
1. 普通会計 

(ア) 一般会計・・・邑南町の行政の中核となる会計です。特定の目的は持たず、町行政全般を扱いま 
す。 

(イ) 電気通信事業特別会計・・・電気通信事業（ケーブルテレビ事業など）を行うための会計です。 
2. 公営事業会計 

(ア) 国民健康保険事業特別会計・・・国民健康保険を運営するための会計です。 
(イ) 国民健康保険直営診療所事業特別会計・・・阿須那、日貫、矢上の診療所を運営するための会計

です。 
(ウ) 後期高齢者医療事業特別会計・・・後期高齢者医療事業を運営するための会計です。 

3. 公営企業会計 
(ア) 水道事業会計・・・上水道の給水事業を行うための会計です。 
(イ) 下水道事業会計・・・下水処理事業を行うための会計です。特定環境保全公共下水道、農業集落 

排水、生活排水の各事業により下水道の整備、管理を行います。 
 
目的と性質 
　「予算」や「決算」は多くの収入や支出からなりますので、組むときにも分析するときにも収入や支出

を分類することが必要になります。この分類は「目的」と「性質」の２つにより行います。 
　「歳出」は「目的」と「性質」の両方を使って分類します。 
　「目的」は「何をするのか」（道路を建設する、施設の維持管理を行う、イベントを行うなど）による分

類で、大きな方から款、項、そして目で分けます。款と項については、それぞれいくらの「予算」を配分
かん こう もく

するのか議会で議決を受けなければなりません。款、項、目は法令によりガイドラインが示されています

が、必要に応じて付け加え、または不要なものを削ってよいとされています。 
　「性質」は款、項、目で分類した「目的」を実現するため「どのような手段をとるのか」（工事を請負に

出す、光熱水費を支払う、賃金を支払って人を雇う、使用する物品を購入する、など）による分類で、節
せつ

により分類します。「歳出」の分類に用いる節は 27 種類で、法令で定められています。款、項、目とは異

なり、付け加えたり削除したりすることはできません。 
　「歳入」は主に「性質」で分類します。「歳入」の「性質」には税、使用料、国や県の支出金、基金や他

の会計からの繰入金、地方債（借金）などがあります。分類は款、項などにより行います。 
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1．令和８年度予算編成の基本方針 

 

１．事務事業の見直し 

 （１）事務事業の整理合理化 

・すべての事務事業をゼロベースで見直し、事業効果が見込めないものや特定財 

源の確保が困難な事業、数年間事業を実施し慣例化したもの についてはスクラ 

ップ＆ビルドを徹底すること 

 （２）補助金等の整理合理化 

・各種団体への補助金等は真に必要な額を積算し、関係団体と協議し積極的に見 

直すこと 

 （３）内部統制の着実な実行 　 

・内部統制により、業務の標準化や手順の明確化を進め、業務の改善 

・効率化、適正な執行に取り組むこと 

（４）行財政改善計画の着実な実行 

・財源の確保や歳出の抑制、事業の見直しなどを進め、行財政改善計画を着実に 

実行すること 

２．公共施設の適正管理 

 （１）公共施設の整理、統廃合 

・邑南町公共施設等総合管理計画（改訂版）、邑南町個別施設計画による延床面積１

５％削減を達成するため、施設の整理、統廃合を進めていくこと 

３．行政コストの削減 

 （１）事務処理の効率化と次世代型行政サービスの実現 

・業務マネジメントを適正に実施し、時間外勤務の削減などに努めること 

・部署間で連携をとり、町民のニーズに迅速かつ的確、効率的に対応すること 

・「邑南町デジタル変革ビジョン(邑南町ＤＸ)」に基づき、ユーザーの目線による 

利便性向上とともに業務の効率化につながる窓口サービスの充実に向けた取り 

組みを進めていくこと 
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●令和８年度当初予算編成の重点項目 
 

テーマ　「住み心地の良いまち」を目指し、人とひとの関わりによる 

協働のまちづくりを進めるための創造的チャレンジ　 

 

１.人口減少に対応したまちづくり（ささやかな合理的配慮と一定の町民負担のあり方）  

①財政再建  

②邑南町公共施設等総合管理計画の推進  

③地域コミュニティの再編と町の窓口一本化によるさらなる効果の拡大  

④医療・福祉サービスの維持  

２.町の方向性の決定と積極的な情報発信 

①総合振興計画の実行 

②ホームページの更新、情報発信の戦略化 

③ふるさと納税の強化 

３.町内経済循環と事業者応援による民間投資の推進 

①税収が増えれば地方交付税が減る現状での、より良い事業者応援の研究と可処分所得

の向上策実施  

②人材確保のための資格取得などのキャリアアップ応援と多文化共生 

４.農業・農村における地域課題の確実な解決 

①「神紅」をはじめとするブドウの振興と農業人材の確保 

②農地の維持と新たな技術・機械化への対応のための農業基盤整備の研究 

③森林環境譲与税等を活用した林業振興と鳥獣被害の防止 

５.教育環境の充実  

①学校の統廃合への道筋をつける 

②コミュニティ・スクールによるふるさと教育と子どもの学び・体験の応援 

③久喜銀山など文化財の保全、利活用 

６．国民スポーツ大会への対応強化 

 

●各会計の予算額 

 

 

 　会　計 令和８年度 令和７年度 比較増減 増減率％

 一般会計 135 億 5,800 万円 136億6,300万円 △1 億 500 万円 △0.8

 特別会計 22 億 7,130 万円 24 億 1,490 万円 △1 億 4,360 万円 △5.9

 国民健康保険事業特別会計 12 億 8,900 万円 13 億 390 万円 △1,490 万円 △1.1

 直営診療所事業特別会計 1 億 3,730 万円 1 億 4,300 万円 △570 万円 △4.0

 後期高齢者医療事業特別会計 4 億 5,100 万円 4 億 4,100 万円 1,000 万円 2.3

 電気通信事業特別会計 3 億 9,400 万円 5 億 2,700 万円 △1 億 3,300 万円 △25.2

 総合計 158 億 2,930 万円 160億7,790万円 △2 億 4,860 万円 △1.5
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●令和 8 年度一般会計　歳入予算 

解説 

【自主財源】 

町が直接集めるお金です。町が金額を自主的に決められることから自主財源と呼ばれ

ます。 

l町税（10 億 7,620 万 4 千円　対前年度+480 万 1 千円）　　構成比：7.9％ 

町民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税など、町に直接納められる税金で

す。[町民税の個人分が所得の増加、法人分が利益増加を見込んで増えています。固

定資産税は経年による償却資産の減少を見込んでいます。] 

l分担金及び負担金（9,117 万 2 千円　対前年度△2,736 万 7 千円）構成比：0.7％ 

町の行う事務・事業により、特に利益を受ける人から事業費の一部とするために集

めるお金です。学校給食費負担金や老人保護被措置者負担金、保育所入所者保護者負

担金、健康診査費の自己負担分などです。［保育所入所者保護者負担金、学校給食費

負担金が減っています。］ 

町の収入の様子を 

　家計に例えると!!

自分の稼ぎはとても

少ない状況です。

収入の大部分を親

からの仕送りや借

金に頼っています。

親からの仕送り。 
(使い道は自由)

銀行などからの借

入金です。

親からの仕送り。 

(使い道が決めら

れています)
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l使用料及び手数料（1 億 4,096 万 8 千円　対前年度△372 万 7 千円）構成比：1.0％ 

公共施設の使用料と、各種証明書の発行手数料などです。［斎場使用料、公営住宅

使用料、教職員住宅等使用料などが減っています。］ 

l繰入金（13 億 2,702 万 8 千円　対前年度+3 億 85 万 5 千円）　 構成比：9.8％ 

町の貯金である基金を取り崩したお金です。［不足する財源調整のため財政調整基

金の取り崩しや健康センター基金の取り崩し、日本一の子育て村推進基金などの取り

崩しが増えています。また、ふるさと寄附金を財源として積み立てているふるさと基

金は、ふるさと寄附金事業費や各種事業を行うため、繰り入れを 1 億 8,386 万 7 千円

行います。］ 

lその他（4 億 8,781 万円　対前年度△3,011 万円）　　構成比：3.6％ 

財産収入、寄附金、繰越金、諸収入です。［町行造林立木売払収入や民生費受託事

業収入などが減っていますが、森林研究・整備機構造林受託事業収入や各基金積立金

利子などの増額を見込んでいます。また、ふるさと寄附による寄附金は昨年度と同額

の 2 億円を見込んでいます。］ 
 

【依存財源】 

国や県から配分されたお金や、金融機関などから借りてくるお金です。国・県や金融

機関を頼って得ることから依存財源と呼ばれます。 

l地方交付税（61 億 5,079 万円　対前年度△736 万 4 千円）　構成比：45.4％ 

行政サービスの水準を一定以上に保つため、税収などが少ない自治体に交付される

ものです。特定の国税のうち一定割合が地方交付税として使われます。［普通交付税

が 1,883 万 5 千円の減額、特別交付税が 1,147 万 1 千円の増額を見込んでいます。］ 

※地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団

体にも財源を保障し、どの地域に住む住民にも一定の行政サービスを提供できるようにするためのも

ので地方公共団体の固有財源とされています。 

l国庫支出金（18 億 2,173 万円　対前年度△240 万 6 千円）　構成比：13.4％ 

l県支出金（10 億 6,788 万 5 千円　対前年度+2,859 万 9 千円）　構成比：7.9％ 

町が行う事業・事務の中には、費用の一部を国・県が負担することが義務づけられ

ているもの、国・県の政策と合っているため補助を受けることができるもの、国・県

の業務で必要経費を受け取って代行しているものもあります。これらの事業に充てる

ため、国・県が町に支払うお金のことです。［国庫支出金では、行政システム標準化

のためのデジタル基盤改革支援補助金や新しい地方経済・生活環境創生交付金、社会

資本整備総合交付金などが減っていますが、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金や物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、公立学校情報機器整備費補助金などが増え

ています。県支出金では、道の駅瑞穂整備事業費負担金や参議院議員選挙費委託金な

どが減っていますが産地生産基盤パワーアップ事業費補助金、給食費負担軽減交付金

などが増えています。］ 

l町債（8 億 3,580 万円　対前年度△4 億 1,380 万円）　　構成比：6.2％ 

町が行う借金のことです。普通建設事業や災害復旧事業、資金の貸付事業に使う場

合に限り認められるのが原則です。 

使い方に制限がないものとして、地方交付税の不足分を補う臨時財政対策債などが
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ありますが、令和８年度の予算計上はありません。［井原コミュニティセンター整備

事業、斎場施設整備事業などに充てる町債が増えていますが、道の駅瑞穂整備事業や

邑智病院改築事業などの町債が大きく減っています。］ 

lその他（5 億 5,861 万 3 千円　対前年度+4,551 万 9 千円）　　構成比：4.1％ 

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税

交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別

交付金です。［軽自動車税等の環境性能割が廃止されるため減っていますが、その分

地方特例交付金が増えています。］ 

 

 

 

●令和 8 年度一般会計　歳出予算（性質別） 

 

　　 

 

雇用している人の給料です。

医療費や施設入所

などの費用です。

借金の返済経費です。

義務的経費は、何は
ともあれ支払わなけ
ればならないもので、
節約することが難し
い経費です。

家の改築や農業機械・車の

買い替えなどの費用です。
生活費です。

家族や親せきなど身

内への援助費です。

友人や知り合いな

どへの援助費です。

町の支出の様子を 

　家計に例えると!!
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【義務的経費】 

町の事情に関わらず必ず支出しなくてはならないとされている経費です。 

l人件費（21 億 8,126 万 8 千円　対前年度+1 億 6,022 万 2 千円）　　構成比：16.1％ 

町長、町議会議員、その他職員に支払う報酬や給料、手当などです。 

 

 

 

 

 
 

 

l扶助費（14 億 4,739 万 8 千円　対前年度+492 万 5 千円）　      　構成比：10.7％ 

0 歳から高校卒業相当年齢までの子どもの医療費助成、障がいのある方などへの医

療や介護費の給付、養護老人ホームの措置費、生活保護費など、社会保障の一環とし

て援助するためのお金です。 

　　＊島根県における「障害」と「障がい」の標記について 

　　　「障害」という標記について、「害」の字に否定的な意味があること等から、文章の前後の文脈から

「障害」が人や人の状態を表す場合には「障がい」とひらがな標記することを原則としています。 

なお、法令・条例等の名称やこれらに規定されている用語、団体・施設等の固有名称等については、

「障害」と漢字表記としています。 

 

l公債費（15 億 4,424 万 4 千円　対前年度△4,742 万 8 千円）　   　構成比：11.4％ 

町の借金である町債の返済に充てられるお金です。 

 

【投資的経費】 

社会資本を整備するための経費です。 

l普通建設事業費（19 億 1,151 万 6 千円　対前年度△1 億 5,297 万 7 千円） 

構成比：14.1％ 

道路や公共施設の建設、改良を行うための費用です。［井原コミュニティセンター

整備事業や小中学校 GIGA スクール端末更新事業などが増額していますが、道の駅瑞

穂整備事業や石見中学校改築事業、給食センター備品整備費などが減額となっていま

す。］ 

l 災害復旧事業費（250 万円　対前年度△150 万円）　　　　　　　　　構成比：0.0％ 

農地や林道、道路等の災害復旧を行うための費用です。[令和 7 年 8 月の大雨によ

り被災した農地や農業用施設の災害復旧を行うための費用を計上しています。] 

 

【その他の経費】 

義務的経費・投資的経費以外の経費です。 

l物件費（14 億 1,130 万 5 千円　対前年度+91 万 7 千円）　　　　　　構成比：10.4％ 

町有施設の維持管理費や、事務用消耗品の購入費などの事務費が含まれます。 

［邑南町省エネ家電買替え促進事業費や第２期ＩＣカード利用促進事業費や病児・病

職員数の推移 

　H16.10 月合併時 311 人(内社会福祉法人派遣 86 人) 

　R8.4 月  399 人（一般職 194 人、再任用職員 3 人、任期付職員 49 人、会計年度任用職員 153 人） 

※H30～社会福祉法人への派遣はありません。
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後児保育事業などが増額となっています。］ 

l補助費等（35 億 3,151 万 8 千円　対前年度△7,762 万 3 千円）　 　構成比：26.0％ 

町が交付する各種補助金、交付金のほか、邑智郡総合事務組合、江津邑智消防組合、

邑智郡公立病院組合（公立邑智病院）に対する負担金が含まれます。［江津邑智消防

組合負担金や邑南町ＬＥＤ化促進事業費、中小企業・小規模事業者人材確保支援事業

が増加していますが、邑智病院建設事業に対する負担金や電算システムの標準化・共

通化に伴う邑智郡総合事務組合負担金などが大きく減っています。］ 

l繰出金（8 億 8,064 万 6 千円　対前年度△4,677 万 7 千円）　　　　　構成比：6.5％ 

特別会計の財政を補うため、一般会計から特別会計へ送られるお金です。 

・国民健康保険事業特別会計繰出金（1 億 3,098 万円　△3,583 万 5 千円） 

・国民健康保険直営診療所特別会計繰出金（8,269 万 2 千円　+185 万 4 千円） 

・後期高齢者医療事業特別会計繰出金（2 億 6,616 万 9 千円　△2,119 万 2 千円） 

・電気通信事業特別会計繰出金（4,031 万 7 千円　+193 万 5 千円） 

上水道事業、下水道事業に対する繰出金は、会計が公営企業法の適用となる水道事業会

計、下水道事業会計への移行に伴い、当初予算分析上は補助費等として取り扱われてい

ます。 

※上水道事業は平成 29 年度から水道事業会計に、下水道事業は令和 6 年度から下水道事

業会計にそれぞれ移行しています。 

 

lその他（6 億 4,760 万 5 千円　対前年度+5,524 万 1 千円）　　　　　構成比：4.8％ 

道路や公共施設の維持費や修繕費、積立金、予備費などです。 

 

 

●令和８年度一般会計　歳出予算（目的別） 

 

Ø議会費（9,498 万 7 千円　対前年度△286 万 2 千円）　　　　　　 　構成比：0.7％ 

議会の運営に用いられる経費です。議会だよりの印刷製本費や議会・委員会を招集

したときにかかる必要経費、議員・事務局職員の人件費が含まれます。 

Ø総務費（27 億 6,565 万円　対前年度+7,438 万 7 千円）　　　　　　構成比：20.4％ 

役場の内部管理や税務、戸籍事務から各種調査、町の諸計画の策定、地域振興など

幅広い経費が含まれます。また、町長をはじめとする職員の人件費も主に総務費に含

まれます。電気通信事業特別会計への繰出金もあります。 

Ø民生費（27 億 705 万 7 千円　対前年度△5,616 万 2 千円）　　　　　構成比：20.0％ 

福祉政策に用いられる経費です。高齢者や障がいのある方への支援や、児童福祉に

必要な経費、生活保護費、介護保険事業の負担金などが含まれます。また、国民健康

保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計への繰出金もあります。 

Ø衛生費（15 億 2,393 万 6 千円　対前年度△1 億 3,759 万 4 千円）　　構成比：11.3％ 

子どもから高齢者まで、生涯を通じた健康づくり、清潔で安全な環境づくりのため

に用いられる経費です。具体的には、各種教室や検診、妊産婦や乳幼児を対象とした

健診、予防接種などの予防事業と、ゴミ収集をはじめとする環境衛生事業が含まれま

す。また、国民健康保険直営診療所事業特別会計や下水道事業会計（生活排水事業）
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への繰出金もあります。 

Ø労働費（457 万 1 千円　対前年度+23 万 8 千円）　　　　　　　 　　構成比：0.0％ 

雇用対策に用いられる経費です。 

Ø農林水産業費（15 億 2,060 万 1 千円　対前年度+6,366 万 8 千円）　構成比：11.2％ 

農林水産業の振興に用いられる経費です。農業関係の各種補助金・交付金のほか、

農道や林道の整備や新設、維持管理費用が含まれます。また、下水道事業会計（農業

集落排水事業）への繰出金もあります。 

Ø商工費（3 億 5,445 万 8 千円　対前年度+5,917 万 9 千円）　　　　　構成比：2.6％ 

商工業と、観光業の振興に用いられる経費です。町内企業や中小企業への経営改善

普及事業等を行う機関への補助や、邑南町の PR 事業、商工観光施設の運営費が含ま

れます。 

Ø土木費（10 億 8,700 万 6 千円　対前年度△4,841 万 2 千円）　　　　構成比：8.0％ 

町道の新設改良・維持管理や町営住宅の建設・維持管理、河川の管理に用いられる

経費です。また、下水道事業会計（公共下水道事業）への繰出金もあります。 

Ø消防費（4 億 9,820 万 9 千円　対前年度+284 万 6 千円）　　　　　　構成比：3.7％ 

消防と防災のために用いられる経費です。消防団の活動費や江津邑智消防組合への

負担金のほかに総合防災情報システムに関する経費や災害備蓄品等の整備費が含ま

れます。 

Ø教育費（14 億 2,478 万 1 千円　対前年度△1,136 万円）　　　　　　構成比：10.5％ 

町立の小中学校、体育館や図書館、公民館などのために用いられる費用です。主に

教育委員会が使用します。 

Ø災害復旧費（250 万円　対前年度△150 万円）　　　　　　　　　　　構成比：0.0％ 

災害により被災した土地、施設、道路などの復旧を行うための費用です。 

Ø公債費（15 億 4,424 万 4 千円　対前年度△4,742 万 8 千円）　　　　構成比：11.4％ 

町の借金である町債の返済に充てられる費用です。 

Ø予備費（3,000 万円　対前年度　増減なし）　　　　　　　　　　　　構成比：0.2％ 

予測できない事態が起きたときに対応するためのお金です。 
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２．一般会計予算の内訳（歳入） 

  1 款　町税（10 億 7,620 万 4 千円　対前年度+480 万 1 千円）  

Ø 1-1-1　町民税個人分（3 億 6,336 万 8 千円）　 

主として、1 月 1 日現在で町内に居住する住民に対して前年の個人所得に応じ

て課税されます。 

Ø 1-1-2　町民税法人分（6,068 万円） 

主として、町内に事務所、事業所を置く法人に対して、その決算時期に所得、

規模に応じて課税されます。 

Ø 1-2-1　固定資産税（5 億 5,796 万 2 千円） 

1 月 1 日現在で町内に所在する家屋、土地、償却資産の所有者に対し、その資

産の評価額に応じ課税されます。 

Ø 1-2-2　国有資産等所在市町村交付金及び納付金（290 万 6 千円） 

前年の 3 月 31 日現在で国や島根県が町内に所有する資産のうち、固定資産税

の対象であるものと同類のものとみなされるものについて、その所有者に対し、

固定資産税相当額の負担を求めるものです。 

Ø 1-3-1　軽自動車税環境性能割（68 万 2 千円） 

令和元年 10 月から自動車取得税が廃止され、新たに自動車税と軽自動車税に

「環境性能割」が導入されました。市町村税である軽自動車税環境性能割は、令

和８年３月３１日で廃止されることで減額を見込んでいます。 

Ø 1-3-2　軽自動車税種別割（4,572 万 1 千円） 

4 月 1 日現在で、原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小 

型自動車の所有者に課税されます。 

Ø 1-4-1　市町村たばこ税（4,488 万 5 千円） 

税金は、たばこの販売価格に含まれています。市町村分の税額は 1 本当たり

6.552 円です。 

 

  2 款　地方譲与税（2 億 1,696 万 5 千円　対前年度+144 万 9 千円）  

Ø 2-1-1　地方揮発油譲与税（3,507 万 1 千円） 

ガソリンに課税される地方揮発油税はいったん国税として徴収されますが、道

路の延長や面積に応じ地方公共団体に配分されます。 

Ø 2-2-1　自動車重量譲与税（1 億 1,696 万 9 千円） 

自動車の登録の際に課税される自動車重量税はいったん国税として徴収され

ますが、その税収入の 1000 分の 357（当分の間 1000 分の 431）は、市区町村道

の延長及び面積にあん分して市区町村に配分されます。 

Ø 2-4-1　森林環境譲与税（6,492 万 5 千円） 

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るために創設された制

度です。森林環境税（令和 6 年度から課税）相当額が市町村及び都道府県に譲与

されます。 

※以下、3 款から 8 款までは県が徴収した税の一定割合が市町村に対して交付される
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ものです。 

  3 款　利子割交付金（268 万 1 千円　対前年度+180 万 9 千円）  

県民税である利子割の一部を市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して市町

村に交付されます。 

 

  4 款　配当割交付金（721 万 1 千円　対前年度+240 万 7 千円）  

県民税である配当割の一部を市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して市町

村に交付されます。 

 

  5 款　株式等譲渡所得割交付金（887 万 3 千円　対前年度+147 万 6 千円）  

県民税である株式等譲渡所得割の一部を、当該市町村に係る個人の道府県民税の額に

あん分して市町村に交付されます。 

 

  6 款　法人事業税交付金（2,332 万円　対前年度+161 万 2 千円）  

県が、納付された法人の事業税の一部を各市町村の従業者数であん分して、各市町村

に交付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  7 款　地方消費税交付金（2 億 8,237 万 5 千円　対前年度+3,752 万 1 千円）  

消費税率は、平成 26 年 4 月 1 日より 5％（地方消費税 1％を含む）から 8％（地方消

費税 1.7％を含む）に、令和元年 10 月 1 日より 8％から 10％（地方消費税を 2.2％含む）

に引き上げられました。 

県民税である地方消費税の 2 分の 1 は、交付金として市町村に交付されます。交付額

の内、税率引き上げ前の 1％部分については、従来どおり人口及び従業者数により配分

がされますが、税率引き上げ分は全額人口によりあん分して交付されることになってい

ます。 

なお、引上げ分の消費税収入は、社会保障 4 経費（年金、医療、介護、少子化施策に

要する経費）その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされており、地方消費税

交付金についても同様の取り扱いをすることになっています。 

 

  8 款　環境性能割交付金（78 万 5 千円　対前年度△1,164 万 8 千円）  

令和元年 10 月から、自動車取得税交付金は廃止となり新たに自動車取得時に環境性

能割課税が導入され、市町村に交付されています。令和８年３月３１日で廃止されるた

め減額しています。 

 

  9 款　地方特例交付金（1,515 万 8 千円　対前年度+1,097 万 5 千円）  

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）による市町村の　

減収を補填するために交付されます。令和 7 年度末で環境性能割が廃止されるかわりに

令和 8 年度、増額されることになっています。 

 

 10 款　地方交付税（61 億 5,079 万円　対前年度△736 万 4 千円）  
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行政サービスの水準を一定以上に保つため、税収などが少ない自治体に交付されるも

のです。特定の国税のうち一定割合が地方交付税として配分されます。 

税収の多い都市部の自治体では交付を受けない団体もありますが、現在、島根県内で

は全ての市町村が交付を受けています。 

なお、平成 27 年度から合併を行ったことによる有利な財政措置（合併算定替え）の

漸減がはじまり、令和元年度で終わりました。令和 2 年度から有利な財政措置（合併算

定替え）は、無くなっています。 

 

 11 款　交通安全対策特別交付金（124 万 5 千円　対前年度△8 万 2 千円）  

交通反則金収入を原資として、道路の交通安全を図るための経費に充てるため国から

自治体に交付されます。人口集中地区人口、交通事故発生件数、改良済道路の延長をも

とに交付されます。 

 

 12 款　分担金及び負担金（9,117 万 2 千円　対前年度△2,736 万 7 千円）  

町の行う事務・事業により、特に利益を受ける人から事業費の一部とするために集め

るお金です。 

Ø 12-1-6　農林水産業費分担金（1,823 万 7 千円） 

各種農業基盤整備事業の受益者負担金です。 

Ø 12-1-11　災害復旧費分担金（25 万円） 

災害復旧事業の受益者負担金です。 

Ø 12-2-3　民生費負担金（4,070 万 6 千円） 

養護老人ホームの利用者負担金、デイサービスや配食サービスの個人負担金、

保育料などです。保育料については平成 23 年度から 2 子目以降は無料としてい

ます。（国の無償化施策が令和元年 10 月から始まりました。）令和８年度から第

１子目も無料になります。 

Ø 12-2-4　衛生費負担金（198 万 7 千円） 

がん検診の個人負担金、納骨堂の加入負担金です。 

Ø 12-2-10　教育費負担金（2,999 万 2 千円） 

町内中学校及び県立石見養護学校の学校給食の個人負担金です。 

 

 13 款　使用料及び手数料（1 億 4,096 万 8 千円　対前年度△372 万 7 千円）  

公共施設等の使用料や各種証明書の発行手数料などです。 

Ø 13-1-2　総務使用料（1,114 万 5 千円） 

町営バスの料金収入、行政財産使用料です。 

Ø 13-1-4　衛生使用料（416 万円） 

斎場使用料です。 

Ø 13-1-6　農林水産業使用料（47 万 9 千円） 

農林水産物集出荷貯蔵施設の使用料です。 

Ø 13-1-7　商工使用料（120 万円） 

　温泉使用料です。 



- 14 -

Ø 13-1-8　土木使用料（8,778 万 1 千円） 

公営住宅の使用料と道路河川の占用料です。 

Ø 13-1-10　教育使用料（1,545 万 5 千円） 

教職員住宅の使用料、スクールバスの運賃、公民館、元気館の使用料などです。 

Ø 13-2-2　総務手数料（530 万 1 千円） 

戸籍・住民登録などの証明手数料や税の証明手数料などです。 

Ø 13-2-4　衛生手数料（1,544 万 4 千円） 

ごみ袋の販売代金（ごみ処理手数料）、犬の登録手数料などです。 

Ø 13-2-6　農林水産業手数料（2 千円） 

地籍調査にかかる手数料です。 

Ø 13-2-8　土木手数料（1 千円） 

公営住宅にかかる証明手数料や屋外広告物許可にかかる手数料です。 

 

 14 款　国庫支出金（18 億 2,173 万円　対前年度△240 万 6 千円）  

町が行う事業・事務の中には、費用の一部を国が負担することが義務づけられている

もの、国の政策と合っているため補助を受けることができるもの、国の業務で必要経費

を受け取って代行しているものもあります。これらの事業に充てるため、国が町に直接

支払うお金です。 

Ø 14-1-3　民生費国庫負担金（6 億 4,536 万 6 千円） 

生活保護や介護給付、障がい者福祉、保育園に対する施設給付等にかかる費用

の国負担分などです。 

Ø 14-1-4　衛生費国庫負担金（22 万 3 千円） 

未熟児等の養育医療費にかかる費用などの国負担分です。 

Ø 14-2-2　総務費国庫補助金（8 億 4,599 万 3 千円） 

脱炭素先行地域づくり事業や行政システムの標準化のための補助金、物価高騰

対策のための補助金などです。 

Ø 14-2-3　民生費国庫補助金（6,254 万 2 千円） 

障がいのある方が自立した日常生活や社会生活が営むことができるようさま

ざまな支援を行うための補助金、地域での子育てを支援する事業を行うための補

助金などです。 

Ø 14-2-4　衛生費国庫補助金（140 万円） 

がん検診や母子健診費、子どもの歯科疾患予防のための補助金などです。 

Ø 14-2-8　土木費国庫補助金（2 億 3,166 万 7 千円） 

道路や住宅などを整備するための補助金です。 

Ø 14-2-9　消防費国庫補助金（30 万 4 千円） 

消防団にデジタル無線機を追加配備するための補助金です。 

Ø 14-2-10　教育費国庫補助金（3,136 万 5 千円） 

へき地教育の円滑な実施や特別支援教育のための就学奨励費、小中学校の情報

機器整備、久喜銀山遺跡の調査のための補助金などです。 

Ø 14-3-2　総務費委託金（39 万円） 
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外国人の中長期在留者住居地届出等事務の委託金などです。 

Ø 14-3-3　民生費委託金（248 万円） 

国民年金事務委託金などです。 

 

 15 款　県支出金（10 億 6,788 万 5 千円　対前年度+2,859 万 9 千円)  

町が行う事業・事務の中には、費用の一部を県が負担することが義務づけられている

もの、県の政策と合っているため補助を受けることができるもの、県の業務で必要経費

を受け取って代行しているものもあります。これらの事業に充てるため、県が町に支払

うお金です。また、国の補助金でも直接町には支払われずに県を通して支払われるもの

もここに分類されます。 

Ø 15-1-3　民生費県負担金（2 億 9,214 万 1 千円） 

介護給付費や後期高齢者医療保険・国民健康保険事業の安定運営、保育園に対

する施設給付費、児童手当などにかかる費用負担です。 

Ø 15-1-4　衛生費県負担金（11 万 1 千円） 

未熟児等の養育医療費にかかる費用負担です。 

Ø 15-1-6　農林水産業費県負担金（9,318 万円） 

地籍調査にかかる費用負担です。 

Ø 15-2-2　総務費県補助金（4,246 万 5 千円） 

生活バス路線確保、太陽光発電等導入、下水道や市町村設置型合併処理浄化槽

の整備、しまね定住促進住宅整備、結婚新生活支援のための補助金などです。 

Ø 15-2-3　民生費県補助金（8,025 万 7 千円） 

地域子ども・子育て支援事業、福祉医療助成事業、小規模民間保育所運営対策

事業、地域生活支援事業(障がい者福祉事業)のための補助金などです。 

Ø 15-2-4　衛生費県補助金（2,601 万 6 千円） 

子ども医療、自死予防、健康増進事業、出産・子育てを応援するための補助金

などです。 

Ø 15-2-6　農林水産業費県補助金（4 億 3,959 万 5 千円） 

中山間地域等直接支払制度事業、多面的機能支払事業など農林業振興のための

補助金です。 

Ø 15-2-7　商工費県補助金（380 万円） 

地域商業等支援事業や中山間地域の生活機能維持・確保支援のための補助金な

どです。 

Ø 15-2-8　土木費県補助金（94 万 9 千円） 

河川浄化事業の補助金です。 

Ø 15-2-10　教育費県補助金（6,421 万 5 千円） 

子ども読書活動のための学校司書配置や給食費負担軽減交付金、小学校へのス

クールサポートスタッフや日本語指導員の配置、部活動地域指導者活用支援事業

にかかる補助金などです。 

Ø 15-3-2　総務費委託金（2,231 万 3 千円） 

県民税徴収の委託金や県知事、県議会議員選挙の委託金、経済センサス調査な



- 16 -

ど各種統計調査の委託金などです。 

Ø 15-3-7　商工費委託金（106 万 1 千円） 

自然公園施設と中国自然歩道の管理委託金です。 

Ø 15-3-8　土木費委託金（55 万 9 千円） 

出羽川排水樋門、県道歩道除雪の委託金です。 

Ø 15-3-10　教育費委託金（122 万 3 千円） 

スクールソーシャルワーカー活用事業の委託金です。 

 

 16 款　財産収入（3,964 万 8 千円　対前年度△491 万 8 千円）  

Ø 16-1-1　財産貸付収入（379 万 6 千円） 

町有の土地、建物の貸付収入です。 

Ø 16-1-2　利子及び配当金（1,281 万 7 千円） 

各基金(預金)の利子収入です。 

Ø 16-2-1　土地建物売払収入（1 千円） 

町有の土地、建物の売り払い収入です。 

Ø 16-2-2　物品売払収入（2,303 万 4 千円） 

町行造林の立木売り払い収入などです。 

 

 17 款　寄附金（2 億 5 千円　前年度と同額）  

一般寄附金及びふるさと寄附金です。 

 

 18 款　繰入金（13 億 2,702 万 8 千円　対前年度+3 億 85 万 5 千円）  

Ø 18-2-1　財政調整基金繰入金（7 億 7,094 万円） 

財源不足に充てるため基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-2　減債基金繰入金（2 億 2,279 万 3 千円） 

町の借金である町債の償還に充てるため基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-3　地域振興基金繰入金（2,480 万円） 

町の一体感の醸成、自治振興組織の育成、地域住民の連帯の強化に資する事業

の費用に充てるため基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-10　自動堰等管理基金繰入金（47 万 6 千円） 

羽須美地域の自動堰の管理費用に充てるため基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-14　いこいの村・香木の森基金繰入金（250 万円） 

いこいの村、香木の森整備のために基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-15　ふるさと基金繰入金（1 億 8,386 万 7 千円） 

ふるさと寄附された方へのお礼の品の送付など、ふるさと寄附関係事業への使

用及び寄附目的別の使途に活用するため基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-20　健康センター基金繰入金（1,384 万円） 

健康センターの施設維持改修等のために基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-22　まち・ひと・しごと創生基金繰入金（1,061 万円） 

　　　地方創生事業のために基金の一部を取崩すものです。 
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Ø 18-2-26　三江線跡地活用基金繰入金（135 万 3 千円） 

邑南町が取得した三江線跡地の管理のために基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-27　日本一の子育て村推進基金繰入金（1,392 万 8 千円） 

日本一の子育て村を目指す取組の推進のために基金の一部を取崩すものです。 

Ø 18-2-28　邑南町森林環境保全対策基金繰入金（8,192 万 1 千円） 

森林環境保全事業のために基金の一部を取崩すものです。 

 

 19 款　繰越金（1,000 万円　前年度と同額）  

 

 20 款　諸収入（2 億 3,815 万 7 千円　対前年度△2,519 万 2 千円）  

Ø 20-1-1　延滞金（1 万円） 

税金の延滞金です。 

Ø 20-2-1　町預金利子（62 万 6 千円） 

町会計の預金利子です。 

Ø 20-3-2　住宅新築資金等貸付金元利収入（44 万 8 千円） 

住宅新築資金貸付の返済を受けるものです。 

Ø 20-3-4　邑南町地区別戦略資金貸付金元金収入（50 万円） 

邑南町地区別戦略資金貸付の返済を受けるものです。 

Ø 20-4-1　普通建設事業受託事業収入（6,705 万 3 千円） 

公益社団法人島根県林業公社や国立研究開発法人森林研究・整備機構から町が

造林事業を受託することによる収入です。 

Ø 20-4-2　その他受託事業収入（9,456 万 5 千円） 

総合事業受託金（介護予防）、包括的支援事業受託金、健康づくり事業受託金、

後期高齢者健診事業受託金、島根県農業振興公社業務受託金などです。 

Ø 20-5-1　弁償金（1 千円） 

町の発行するナンバープレート再交付の際、町が受け取る弁償金です。 

Ø 20-5-2　雑入（7,495 万 4 千円） 

これまでのどの分類にも属さない収入です。多額なものとしては、消防団員退

職報償金（1,400 万円）、研修施設邑学館利用料収入（950 万 4 千円）、町営バス

邑南川本線運営費川本町負担金（499 万 8 千円）、ケアプラン作成報酬（88 万 9

千円）、宝くじ交付金（406 万 8 千円）、福祉医療対象者分高額療養費（384 万 7

千円）、バイオマス利用施設納付金（317 万 9 千円）などがあります。 

 

 21 款　町債（8 億 3,580 万円　対前年度△4 億 1,380 万円）  

町が行う借金です。普通建設事業や災害復旧事業、資金の貸付事業に使う場合に限り

認められるのが原則ですが、平成 22 年度からは、ソフト事業についても一定の範囲で

借金(過疎地域自立促進特別事業債)ができるようになっています。 

Ø 21-1-2　総務債（3 億 7,140 万円） 

過疎ソフト事業に充てる過疎地域自立促進特別事業債（1 億 4,680 万円）や井

原コミュニティセンター整備事業に充てる集会施設整備事業債（1億3,660万円）、
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口羽ターミナル整備事業に充てる交通施設整備事業債（6,270 万円）、などです。 

Ø 21-1-4　衛生債（1,870 万円） 

邑智病院の医療機器更新や斎場施設整備事業（紫光苑）に充てるものです。 

Ø 21-1-6　農林水産業債（6,850 万円） 

農業用ハウス整備事業、農地基盤整備事業、県営林道整備事業に充てるものです。 

Ø 21-1-7　商工債（1,570 万円） 

断魚渓歩道改修工事に充てるものです。 

Ø 21-1-8　土木債（1 億 9,140 万円） 

道路改良事業、公営住宅建設事業、河川改修事業に充てるものです。 

Ø 21-1-9　消防債（3,430 万円） 

江津邑智消防組合の庁舎改修、消防団の消防積載車更新費用に充てるものです。 

Ø 21-1-10　教育債（1 億 3,440 万円） 

小中学校熱中症対策備品整備事業や小中学校タブレット端末更新事業、小学校

トイレ洋式化工事、中学校防犯設備整備事業、国民スポーツ大会施設整備事業（瑞

穂球場、いわみスタジアム）などに充てるものです。 

Ø 21-1-11　災害復旧事業債（140 万円） 

令和７年に発生した農地・農業用施設災害の復旧事業に充てるものです。 
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３．一般会計予算の内訳（歳出） 

　　　　　　　　科目ごとに主なもの、特色のあるものをピックアップしています。 

 

  1 款　議会費（9,498 万 7 千円　対前年度△286 万 2 千円）  

Ø 1-1-1　議会費（9,498 万 7 千円） 

議会事務局 

議会や委員会を開催し、議案の審議を行うなど町議会の活動に要する経費です。

議員や事務局職員の人件費、調査・研修のための旅費、議会などを招集した時の

交通費、議会広報の印刷製本費および負担金などがあります。 

○議員報酬費 

議会議員12人の報酬等の合計です。令和6年4月から議員報酬額が改定され、

報酬月額は、議長 33 万 7 千円、副議長 28 万円、常任委員長・議会運営委員長

24 万 1 千円、議員 23 万 3 千円です。 

 

 

 

 

 

 

  2 款　総務費（27 億 6,565 万円　対前年度+7,438 万 7 千円）  

Ø 2-1-1　一般管理費（10 億 9,063 万 1 千円） 

総務課 

地域みらい課 

財務課 

町民課 

情報みらい創造課 

産業支援課 

町長、副町長および他の科目で計上されていない職員（総務課、地域みらい課、

財務課、情報みらい創造課等）の人件費、基金の積立金、ふるさと寄附事業、個

人情報保護・情報公開・表彰の各審査委員会経費、交際費、その他の事務経費か

らなります。 

○ふるさと基金管理費 

　　ふるさと寄附金を基金へ積み立てる予算です。 

○ふるさと基金事業費 

ふるさと寄附された方へのお礼の品の送付など、ふるさと寄附関係事業のた 

　　　　 めの経費です。 

　　　 ○邑南町省エネ家電買替え促進事業費 

　　　　　 省エネルギー性能の高い家電製品への買替えを行う町民への補助金です。 

　　　 ○邑南町ＬＥＤ化促進事業費 

議員定数の推移 

　H16.10 月合併時 40 人 

　H17. 5 月～　  18 人 

　H21. 5 月～　  15 人 

R3. 5 月～　  13 人
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　　　　　 照明器具をＬＥＤ化する事業所等への補助金です。 

Ø 2-1-2　文書広報費（345 万円）　                 　情報みらい創造課 

「広報おおなん」の作成などの経費です。「広報おおなん」の印刷代の他、取材

のための燃料費などの経費が含まれます。 

Ø 2-1-3　財政管理費（1,089 万 1 千円）　　                     財務課 

予算の編成や執行管理、地方交付税や町債の事務に必要な経費や公会計制度支

援業務に関する経費です。 

Ø 2-1-4　会計管理費（1,107 万 4 千円）　　                     出納室 

町の収入・支出事務に必要な経費です。口座引落や口座振込の手数料、振込通

知書の郵送料などの経費が含まれます。 

Ø 2-1-5　財産管理費（1 億 1,041 万円）　　　　　　　　　　 総務課 

資産経営課 

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　 産業支援課 

町有財産の維持管理を行うための経費で、町有建物の火災保険、公用車の損

害保険および町有建物の維持管理費などが含まれます。邑南町公共施設等総合管

理計画に基づく公共施設の解体費も計上しています。また、建物敷地の借地料も

ここに含まれます。 

○普通財産解体処分費 

出羽団地や旧大洋化成などの施設解体工事に係る経費を計上しています。 

Ø 2-1-6　企画費（7 億 8,008 万 6 千円） 

 地域みらい課 

 町民課 

産業支援課 

羽須美支所 

学びのまち総務課 

学びのまち推進課 

地域振興や定住対策のための経費です。 

○邑学館運営費 

令和元年度から民間業者を指定管理者として指定し、施設管理、食事の提供、

施設の活用について充実を図っていましたが、令和 7 年度より、施設管理は直

営とし、食事の提供を委託するよう見直しています。 

矢上高校寄宿舎生が利用する研修施設「邑学館」及び「第二・第三邑学館」

の運営費を計上しています。 

○矢上高校教育振興事業費 

通学定期券助成や遠隔地通学支援便の運行など矢上高校教育振興を支援しま

す。令和３年度から矢上高校魅力化コンソーシアムを発足し、矢上高校将来ビ

ジョンの実施や支援する組織として魅力化事業を展開しています。 

○住宅用太陽光発電システム設置補助事業費 

住宅へ太陽光発電システムや蓄電池などを設置される場合に助成します。 

太陽光発電システムの場合 1kw 当たり 7 千円（上限 2 万 8 千円）の助成等。 
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○子育て村企画費 

日本一の子育て村を目指す取組にかかる経費です。子どもたちが日常的にま

ちづくりに関われる環境づくり（子ども条例の実践）を目的に、子どもが主体

となって計画したまちづくりの取組に対して活動費を補助する「おおなん子ど

もチャレンジ事業」や新規に婚姻した世帯を対象に家賃、引越費用等を補助す

る「結婚新生活支援事業」などの経費を計上しています。 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 

まち・ひと・しごと創生法の規定に基づく邑南町まち・ひと・しごと創生総

合戦略に掲げる事業です。矢上高校魅力化事業、広域連携協定事業などの経費

を計上しています。 

○協働のまちづくり事業 

木育による町の活性化や木育活動の促進を図る「木育推進事業」、情報通信技

術を利活用できる人材を増やすための「プログラミング公営塾事業」、邑南町と

地域団体とが協働で地域づくり、産業、学び等を推進する「協働のまちづくり

事業」を行います。 

○羽須美振興推進費 

羽須美の地域振興について総合的に対応し、支援します。羽須美地域振興プ

ロジェクト事業費、ふるさとリノベーター事業費、口羽駅公衆トイレ管理費の

経費を計上しています。 

○邑南町第３次総合振興計画検証事業費 

令和７年度に策定した、第３次邑南町総合振興計画の実施状況を検証するた

めの経費を計上しています。 

○特定地域づくり事業費 

農林水産業や商工業等の地域産業の担い手を確保するため、特定地域づくり

事業に取り組みます。令和 3 年 11 月設立のおおなん地域づくり事業協同組合へ

事業推進のための運営費を補助します。 

〇地域おこし協力隊インターン事業費 

地域おこし協力隊への応募を検討する者が着任前に隊員の活動と邑南町の暮

らしを体験するインターンシップ事業や、都市部の学生やＵ・Ｉターン希望者

に邑南町で活動してもらい、期間中の地域活動の担い手確保や将来的な邑南町

への定住につなげるための事業を行います。 

○脱炭素先行地域づくり事業費 

令和４年度～令和８年度を事業期間として、公共施設・事業所・住宅等への

ＰＰＡモデルを活用した太陽光パネルや蓄電池の設置等、エネルギーの地産地

消による環境と経済を両立したまちづくりに取り組みます。 

○口羽ターミナル整備事業費 

備北交通バスと町内バス、はすみデマンドの結節をスムーズにするため、令

和６年度～８年度で交通ターミナルの整備を行います。 

Ø 2-1-7　交通安全対策費（106 万 9 千円）　　                   総務課 

交通安全指導員への報酬、保育所、小中学校へ配布する交通安全用品の経費な
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どです。 

Ø 2-1-8　地域振興及び人口定住対策費（1 億 9,153 万 2 千円)地域みらい課 

○自治会活動補助費 

自治会活動に対する補助金です。 

○自治会館整備事業費 

自治会館の改修に対する補助金などです。今年度は、下亀谷会館、上茅場集

会所の工事・修繕を予定しています。 

○地域運営組織設立推進事業費 

今後も安心して安全に暮らせる地域をつくるための地域の仕組みづくりを行

います。令和４年度に策定された「邑南町地域コミュニティのあり方基本方針」

に基づき、組織の設立に取り組む地域運営組織の設立支援を行います。 

○地域運営組織活動事業費 

地域運営組織の活動及び行政事務委託に係る経費を設立組織に補助します。

また、地域と役場や関係機関が使用するためのシステムの整備、運用経費を計

上しています。 

○井原コミュニティセンター整備事業費 

井原公民館の建替えに合わせて、コミュニティの活動拠点となる施設を整備

します。今年度は、実施設計、敷地造成工事などを予定しています。 

Ø 2-1-9　支所費（3,458 万 2 千円） 　                      瑞穂支所 

羽須美支所 

瑞穂支所、羽須美支所の維持管理の経費です。事務用消耗品や光熱水費などが

主なものです。 

Ø 2-1-10　諸費（1,139 万 4 千円）　　                          総務課 

職員研修に要する経費、職員の健康診断などに要する経費を計上しています。 

Ø 2-1-11　情報政策費（9,286 万 1 千円）　　          情報みらい創造課 

役場内情報通信設備の維持管理費や電気通信事業特別会計への繰出金等です。 

○電気通信事業特別会計繰出金 

〇ＤＸ推進費 

　　　　　 邑南町デジタル変革ビジョンに基づく自治体ＤＸ推進のため、新たに実証実

験として自治体業務に特化した対話型 AI サービスを導入するほか、ＤＸ施策

に関するアンケートを実施します。 

〇ＤＸ外部人材サポート事業費 

　　 専門的な知識を有する外部人材を登用し、自治体ＤＸを推進します。また、

地域おこし協力隊制度を活用して地域や学校のＩＣＴサポーターを配置し、今

後の地域の担い手となることを目指します。 

Ø 2-1-12　生活交通確保対策事業費（1 億 297 万 1 千円）    地域みらい課 

産業支援課         

町営バスの運行などに必要な経費です。町営バス運行業務の委託費や維持管理

経費が含まれています。 

○羽須美地域デマンド運行補助事業費 
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　　 羽須美地域デマンドバス運行に対する補助費用です。 

○地域内交通事業費 

　　 令和２年度から令和３年度にかけて実施したデマンドタクシー実証運行結

果を踏まえて、令和４年度から本格実施している瑞穂地域、石見地域のデマン

ドタクシー利用助成に要する経費です。 

Ø 2-2-1　税務総務費（9,425 万円） 　                          財務課 

税務事務に関する一般的な経費です。固定資産評価審査委員への報酬や、職員

の人件費、事務用消耗品の購入費などです。 

Ø 2-2-2　賦課徴収費（6,231 万 4 千円）　　                     財務課 

税金の賦課や徴収にかかる経費です。台帳などの印刷費、通知書や納付書の郵

便代、共同処理のための郡総合事務組合への負担金などが含まれます。 

○邑智郡総合事務組合(電算処理)負担金 

Ø 2-3-1　戸籍住民基本台帳費（1 億 3,258 万 5 千円）　           町民課 

戸籍や住民基本台帳の管理、マイナンバーカードの交付、公的個人認証および

パスポートの発券業務の経費です。職員の人件費や郡総合事務組合で共同処理を

行うための負担金を含みます。 

○邑智郡総合事務組合(電算処理)負担金 

Ø 2-4-1　選挙管理委員会費（2,646 万 8 千円）　　               町民課 

選挙管理委員会の運営に必要な経費です。選挙管理委員への報酬や、選挙人名

簿管理の共同処理の負担金が含まれます。なお、それぞれの選挙ごとに必要とな

る経費は別に計上されます。 

○邑智郡総合事務組合(電算処理)負担金 

Ø 2-4-5　県知事及び県議会議員選挙費（525 万 6 千円）　       　町民課 

令和 9 年春に執行が予定されている町議会議員選挙にかかる経費です。 

Ø 2-5-1　統計調査総務費（4 万円）　　                   地域みらい課 

統計調査全般に関する経費です。 

Ø 2-5-2　統計調査費（119 万 5 千円）　　                 地域みらい課 

今年度は経済センサス活動調査などが行われます。  

Ø 2-6-1　監査委員費（259 万 1 千円）  　                   議会事務局 

監査委員（住民から選任 1 人、議会議員から選任 1 人）が予算の執行状況や決

算監査を行うための経費です。 

 

  3 款　民生費（27 億 705 万 7 千円　対前年度△5,616 万 2 千円）  

Ø 3-1-1　社会福祉総務費（3 億 2,845 万 1 千円）  

医療福祉政策課 

町民課 

福祉全般にわたる経費で、職員の人件費も含みます。 

○社会福祉相談員費、民生児童委員協議会費 

民生児童委員(66 人)の活動費です。 

○邑智郡総合事務組合(電算処理)負担金 
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○邑南町社会福祉協議会補助金 

○人権総務費 

生活相談員の報酬や人権相談などの経費です。 

○国民健康保険事業特別会計繰出金 

国民健康保険事業の町負担分の経費です。 

○男女共同参画推進事業費 

○福祉医療給付費 

〇権利擁護センター運営事業費 

　　 権利擁護に関する相談、法人後見、個人受任の支援、受任審査会、運営協議

会開催、制度の広報啓発等の業務を邑南町社会福祉協議会へ委託する経費です。 

Ø 3-1-2　社会福祉施設費（183 万 5 千円）　　           医療福祉政策課 

はあもにぃはうす進入路舗装工事を行います。 

Ø 3-1-3　老人福祉費（3 億 254 万 2 千円）　　           医療福祉政策課 

町民課 

○後期高齢者医療広域連合負担金 

○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 

○緊急通報装置管理費 

○安心センター管理費 

○老人クラブ活動費補助事業費 

○シルバー人材センター補助費 

○健康づくり事業費 

高齢者の保健事業と介護予防を一体的に行う事業です。フレイル予防を目的

とした「通いの場」の全町的な実施、フレイル・低栄養・生活習慣病重症化防

止のための個別支援、町の健康課題の調査分析などを行います。 

Ø 3-1-4　老人保護措置費（1 億 2,129 万 8 千円）　　     医療福祉政策課 

養護老人ホームへの入所判定や、入所措置に要する経費です。 

Ø 3-1-5　国民年金事務費（3,371 万円）　　                     町民課 

国民年金に関係する事務のための経費です。職員の人件費と郡総合事務組合へ

の負担金が中心です。 

○邑智郡総合事務組合(電算処理)負担金 

Ø 3-1-6　障害者福祉費（4 億 4,796 万 4 千円）　　       医療福祉政策課 

障がいのある方が自立した生活ができるよう支援するための経費です。 

○補装具費 

補装具の購入や修理の経費を給付します。 

○障がい福祉総務費 

障害支援区分判定に要する経費や一般事務費です。 

○地域生活支援事業費 

移動支援、日中一時支援を受ける時の補助や、相談支援事業、地域活動支援

センターの委託料などです。 

○特別障害者手当等給付費 
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特別障害者手当、障害児福祉手当の給付に必要な経費です。 

○難聴児補聴器購入助成事業費 

〇邑南町補聴器購入助成事業費 

○障がい者医療費　993 万円 

○通院医療費等助成事業費 

腎臓機能障がいのある方や精神障がいのある方の通院費を助成します。 

○ひきこもり支援推進事業費 

ひきこもりの状態にある方が安心して参加できる居場所を提供し、相談支援

や社会参加へ向けた活動への支援を行い、本人の状況を踏まえた早期支援、自

立支援を行います。 

○障害介護給付費 

障がい者や家族からの相談に応じ、障がいのある方が地域で生活を行うため

に適切な支援が受けられるようサービスを組み合わせ計画書を作成し、生活の

支援、訓練的支援、就労的支援や施設での生活を支援する施設入所などのサー

ビス費です。 

○障害児給付費　 

障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活

を営むことができるようにするため計画を作成し、放課後等デイサービスなど

を利用するサービスです。 

Ø 3-1-7　介護保険事業費（3 億 6,177 万 1 千円）　　     医療福祉政策課 

高齢で介護が必要になっても住み慣れた地域や住まいで自立した生活を送る

ことができるよう支援を行うための介護保険事業を運営する経費です。要介護認

定調査業務や一般事務費、郡総合事務組合への負担金なども含みます。 

○邑智郡総合事務組合(介護保険)負担金 

Ø 3-1-8　地域支援事業費（8,517 万 4 千円）　　         医療福祉政策課 

○介護予防日常生活支援総合事業費 

高齢の方に対して介護予防や日常生活の支援を行うための経費です。 

○包括的支援事業費　 

ケアプランの作成に関する経費、職員の人件費などです。 

○任意事業費 

地域の実情に応じて実施するもので、介護用品購入助成事業、成年後見制度

利用支援事業、介護相談員派遣事業、配食サービス事業などがあります。 

○包括的支援事業費（社会保障充実分） 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置や認知症カフェを

実施する費用などです。 

Ø 3-2-1　児童福祉総務費（1 億 8,092 万 1 千円）　　     医療福祉政策課 

児童福祉に関する事務経費のほか、児童福祉審議会委員報酬、児童手当などが

含まれます。 

○母子家庭等入学就職支度金給付事業費 

母子家庭または父子家庭のお子さんが入学または就職する際に支度金（1 人 2
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万円）を支給します。 

○児童手当費 

家庭等の生活の安定と次世代を担う児童の健やかな成長に資するために、国

内に住所を有する児童を対象として給付される手当です。令和 6 年 10 月から、

支給期間が高校生世代までに延長、第 3 子以降の支給額が増額、所得制限の撤

廃など制度が拡充されました。 

一人当たり支給額（月額）は、0～3 歳未満（第 1 子、第 2 子）は 1 万 5 千円、

3 歳～高校修了前（第 1 子、第 2 子）は 1 万円、第 3 子以降は一律 3 万円です。 

Ø 3-2-2　児童福祉措置費（7 億 3,107 万 2 千円）　　     医療福祉政策課 

○保育所措置費 

民営 9 施設の保育所運営費です。 

○しまねすくすく子育て支援事業 

地域間・世代間の交流事業、子育て家庭の交流事業、子育て講座事業等を行

います。 

○障がい児保育事業費 

障がい児等保育に特別な配慮を要する児童を受け入れる保育所に保育士を加

配する事業です。 

○保育所完全給食事業費 

原則、保護者負担が生じる 3 歳以上児の主食（米、パン等）及び副食（おか

ず等）について、邑南町は町産米を提供し、主食費、副食費とも無償としてい

ます。 

○地域子ども・子育て支援事業費 

病児・病後児保育、放課後児童クラブ、子育て支援センターの開設(委託)費、

一時預かり保育事業等を行う経費です。 

Ø 3-2-4　母子福祉費（3,080 万 5 千円）　　　           医療福祉政策課 

父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している人に支給され

る児童扶養手当の経費です。 

Ø 3-3-1　生活保護総務費（2,620 万 1 千円）　　         医療福祉政策課 

邑南町福祉事務所の事務経費のほか、生活困窮者自立支援事業に要する経費な

どが含まれます。 

Ø 3-3-2　生活保護扶助費（5,531 万 3 千円）　　         医療福祉政策課 

生活保護費として支給される経費です。対象となる方が入所されている救護施

設に対する事務経費の負担金も含みます。 

 

  4 款　衛生費（15 億 2,393 万 6 千円　対前年度△1 億 3,759 万 4 千円）  

Ø 4-1-1　保健衛生総務費（5 億 8,753 万 6 千円）　 

保健課 

水道課 

町民課 

医療福祉政策課 
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保健課、医療福祉政策課職員の人件費、事務経費、地域医療の維持・確保のた

めの経費のほか、特別会計等への繰出金が含まれます。 

○邑智郡総合事務組合(電算処理)負担金 

○水道事業会計繰出金 

水道事業の町負担分や収入不足を補うための経費です。 

○下水道事業会計繰出金（生活排水等） 

下水道事業の内、生活排水処理などの負担分や収入不足を補うための経費で

す。 

○直営診療所事業特別会計繰出金 

阿須那、日貫、矢上の各診療所の運営費を補うための経費です。 

Ø 4-1-2　母子保健費（4,899 万 7 千円）　　                     保健課 

妊娠期からの切れ目のない支援として、妊婦や乳幼児に対する健診、育児不安

への早期の対応、子育てサポーターと連携した子育てサポート事業、保育所等で

の健康教室を行います。また、不育・不妊治療費助成や交通費助成、ハイリスク

妊婦への交通費等の助成を行います。 

Ø 4-1-3　老人保健費（4,711 万円）　　                         保健課 

○がん検診費（クーポン券事業） 

主に子宮頸がん・乳がん検診について、国で定められた年齢の方に無料クー

ポン券を配布して受診を勧奨します。 

○がん検診費　 

上記の推進事業以外の胃がん・大腸がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん等の

検診費用の一部を町が負担します。 

○健康増進事業費 

生活習慣病予防のための健康づくりや健康に関する個別指導等を実施します。 

○元気館管理・運営費 

健康センター元気館において、トレーニングマシンやプールを活用して、生

活習慣病予防や介護予防を目的とした各種運動を推進します。平成 30 年度から

トレーニングルームの業務を民間委託しています。 

○元気館機器更新事業費 

元気館のトレーニング機器の更新を行います。今年度は、ランニングマシー

ンを更新します。 

○健康診断事業費 

後期高齢者の健康の保持増進のため、健康診査や歯科口腔健診を行います。 

Ø 4-1-4　精神、難病保健費（27 万 1 千円）　　                  保健課 

自死予防啓発事業やこころの健康相談事業などを行います。 

Ø 4-1-5　予防費（4,638 万円）　　                             保健課 

各種予防接種に要する経費や、予防接種を受ける方への補助のための経費です。 

○母子予防接種事業費 

予防接種法に基づく定期予防接種について接種費を全額助成します。令和８

年度からＲＳウイルス感染症の予防接種費を全額助成します。 
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任意ワクチン事業として、妊婦と高校生相当年齢までの季節性インフルエン

ザワクチン接種費用を全額助成します。 

○成人予防接種事業費 

65 歳以上の高齢者等を対象として高齢者肺炎球菌、季節性インフルエンザ、

新型コロナウイルス、帯状疱疹の予防接種を行う費用です。 

助成金額はそれぞれのワクチンで異なります。 

Ø 4-1-6　斎場運営費（3,609 万 9 千円）　　                     町民課 

町内 3 カ所の火葬場の運営委託料や燃料代、修繕費等の経費です。 

〇斎場施設整備費 

　紫光苑の改修を行います。 

Ø 4-1-7　環境衛生費（4,513 万 2 千円）　　                     町民課 

環境衛生に関する事務経費、環境衛生担当職員の人件費のほか、狂犬病予防注

射、河川の水質検査などに要する経費が含まれます。 

Ø 4-1-8　病院費（3 億 7,921 万 6 千円）　　             医療福祉政策課 

公立邑智病院の運営に係る繰出金です。 

Ø 4-2-1　廃棄物処理費（3 億 3,319 万 5 千円）　　               町民課 

邑智郡総合事務組合の負担金の内、し尿処理とごみ処理に関するものと、ボラ

ンティアにより回収された廃棄物の処理に必要な経費です。 

 

  5 款　労働費（457 万 1 千円　対前年度+23 万 8 千円）  

Ø 5-1-1　労働諸費（457 万 1 千円） 

産業支援課 

産業支援課内に設置している邑南町無料職業紹介所の運営費及び島根県西部

勤労者共済会、島根県企業誘致対策協議会とおおち・さくらえ地域雇用促進協議

会の負担金です。 

 

  6 款　農林水産業費（15 億 2,060 万 1 千円　対前年度+6,366 万 8 千円）  

Ø 6-1-1　農業委員会費（1,933 万 8 千円） 

産業支援課 

農業委員・農地利用最適化推進委員の報酬・総会の開催など、活動に必要な経

費と農業者年金の処理に要する事務経費および農業委員会事務局職員の人件費

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員数の推移 

　　　　　　　　（農業委員）（農地利用最適化推進委員） 

　H16.10 月合併時　40 人　　　- 

　H17.3 月から　　 28 人 　　 - 

H23.4 月から　 　21 人      - 

H29.4 月から　 　13 人　　　16 人
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Ø 6-1-2　農業総務費（7,311 万 5 千円）　　　　　　　　　　産業支援課 

農業担当職員の人件費や農業振興関係団体の負担金などです。 

Ø 6-1-3　農業振興費（6 億 266 万円）　　　　　　　　　　　産業支援課 

邑南町農林総合事業費、中山間地域等直接支払事業費、多面的機能支払事業費

などとして支払われる補助金・交付金や事務処理に必要な諸経費が含まれます。 

○邑南町農林総合事業費 

畜産振興の支援や猛暑により農産物の被害軽減のために設備を導入する経費

の支援を行います。 

○中山間地域等直接支払事業費 

中山間地域の適正な農業生産活動の実施を通じ、農地の多面的機能の維持発

揮を図ることを目的として、「中山間地域等直接支払制度」を実施していますが、

令和７年度からはその第６期対策を実施しています。 

○多面的機能支払事業費　 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域共同で行う多 

面的機能を支える活動や地域資源（水路、農道等）の質的向上を図る活動に対 

して支援するものです。 

○環境保全型農業直接支払交付金事業費 

農業分野において地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献すること

が重要として、環境保全効果の高い営農活動に対して支援を行うものです。 

○地産地消推進事業費 

野菜の集荷・配達・生産などを行う人材育成を進めるため、地域おこし協力

隊制度を活用し、「農産物直売所支援員」を配置しています。 

○農地確保・利用支援事業 

担い手への農地の集積と集約を進め、 地域における話し合い（地域計画）に

基づき農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付けた地域や、農地を貸し付

けて担い手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手の皆さんを支援しま

す。 

○新規就農者支援事業 

就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入費などを支援する新規

就農者経営発展支援事業、就農直後の経営確立を支援する新規就農者経営開始

資金事業などを実施します。 

○農業担い手育成・確保支援事業費 

邑南町、ＪＡ、島根県等関係機関が連携し、多様な担い手の育成強化を行う

ため新規就農者の確保などを行っています。 

また、おーなんアグサポ隊事業として地域おこし協力隊制度を活用した新規

就農者の定住支援事業を行い、令和 2 年度から取り組んでいる島根県ぶどう新

品種「神紅」によるぶどう就農モデルにより、ぶどうの産地化を図っています。 

○農業用ハウス等リース支援事業 

島根県農業協同組合が実施する島根県ぶどう新品種｢神紅｣を生産するための

リースハウス整備に対して支援します。今年度は、リースハウス 4 棟(0.48ha)
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の建設を予定しています。 

○担い手経営発展支援事業 

認定農業者等が農業経営を開始する場合に必要な施設等の整備に対し支援す

る自営就農開始支援事業、認定農業者等が経営規模の拡大や複合化、生産コス

トの低減化に必要な機械等の整備に対し支援する認定農業者機械整備支援事業

を実施します。 

○経営所得安定対策等推進事業費 

水稲作付調査、水田の有効活用施策の遂行に係る経費や経営所得安定対策、

営農計画書のとりまとめの事務を行う邑南町農業再生協議会の運営費用です。 

Ø 6-1-4　畜産業費（31 万 7 千円）　　　　　　　　　　　　　産業支援課 

畜産振興に関する総括的な事務経費のほか、石見地区家畜診療対策協議会への

負担金が含まれています。 

Ø 6-1-5　農地費（3 億 687 万 7 千円）　　　　　　　　　　　　　 建設課 

水道課 

農業農村整備事業や農業集落排水事業に必要な経費などです。 

○下水道事業会計繰出金（農業集落排水） 

下水道事業の内、農業集落排水の町負担分や収入不足を補うための経費です。 

○農地有効利用支援整備事業 

農業用排水施設、耕作道、圃場等の整備のための工事請負費です。負担金は

県 1/2、地元分担金 1/2 です。 

○農村地域防災減災事業費 

　　　　　 阿須那地区の柳迫及び日和地区の掘田ため池の廃止、日和地区の新堤ため池

整備を行います。 

Ø 6-1-6　農業基盤整備費（4,163 万 5 千円）　　　　　　　　　　 建設課 

農道の改良や修繕、農地整備及び県営農道保全事業の負担金などです。 

○農地整備事業費 

農道和田線整備事業費の負担金です。 

○農業競争力強化農地整備事業 

井原西地区（片田、樋口谷、普明司集落）の圃場整備、用排水路整備（パイ 

プライン化）を行います。 

Ø 6-1-7　施設整備管理費（884 万 5 千円）　　　　　　　　　 産業支援課 

瑞穂地域下田所の農産物処理加工施設と出羽ふれあい公園、羽須美地域上田の

農作業準備休憩施設と阿須那の婦人若者等活動施設等の管理費などです。 

Ø 6-1-8　地籍調査事業費（1 億 6,102 万円）　　　　　　　　　　 建設課 

土地の状況を正確に反映し、土地の境界を確定するための事業です。現地で境

界を確定する作業から確定した境界の測量の委託、完成した地図を使いやすい形

で保管するための経費までが含まれます。今年度は、完了していない地区のある

瑞穂地域の岩屋 1.17 ㎢、上田所地区 2.03 ㎢、上亀谷地区 1.78 ㎢、石見地域の

矢上地区 0.85 ㎢、日和地区 3.76 ㎢、井原地区 0.89 ㎢を予定しています。 

Ø 6-2-1　林業総務費（22 万 1 千円）　　　　　　　　　　　　産業支援課 
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林業振興関係団体の負担金などです。 

Ø 6-2-2　林業振興費（2 億 8,847 万 3 千円）　　　　　　　　 産業支援課 

森林研究・整備機構や県林業公社からの委託および町が独自に行う造林や森林

整備事業、町産材の利用促進、担い手確保等に要する経費です。 

○森林研究・整備機構造林受託事業費 

森林研究・整備機構分収造林の保育等に関する受託事業です。今年度は、新

植を１団地 4.50ha、補植を２団地 2.55ha、改植を１団地 2.81ha、下刈を５団

地 49.09ha、生物害防除を６団地 57.87ha、保育間伐を１団地 9.00ha、搬出間

伐を２団地 11.66ha、集材３団地 1.827m3、更新伐を１団地 4.5ha、作業道新設

３路線 2,400m、トラック道修繕を４路線 1,850m 行う予定です。 

　　　 〇公社造林受託事業費 

　　　　   県林業公社分収造林の保育等に関する受託事業です。邑南町内 138 団地、

1781.86ha が公社造林地となっています。今年度は、森林整備（保育間伐）

12.59ha を予定しています。 

〇町行造林整備事業費 

町行分収造林・町有林の保育等に関する事業です。今年度は、搬出間伐 9.42ha、

作業道開設 800m、主伐 5.84ha、下刈 7.87ha、忌避剤散布 7.41ha を予定してい

ます。 

〇林業担い手育成・確保支援事業費 

林業・木材産業の振興と地域活性化を目的として、地域おこし協力隊員を採

用し、おおなん木の学校を中心に森林や木材に関わる活動に関わりながら、将

来的に町内で就業するために必要なスキルの習得、定住を図ります。 

〇邑南町森林環境保全対策基金活用事業 

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため創設された森林

環境譲与税を使って、新たな森林管理システムの活用や森林資源の維持管理・

有効活用、林業の担い手確保・育成の支援などを行います。 

Ø 6-2-3　林道維持費（268 万 9 千円）　　　　　　　　　　　　　 建設課 

林道の維持管理に要する経費です。 

Ø 6-2-4　林道整備費（1,400 万円）　　　　　　　　　　　　　　 建設課 

林道の新設・改良に要する経費です。林道三坂小林線及び林業専用道皆井田円

の板線を整備します。 

Ø 6-3-2　水産業振興費（141 万 1 千円）　　　　　　　　　　 産業支援課 

アユ資源回復のために行う江川漁協親魚養成事業や河川の保全活動に係る補

助費です。 

 

  7 款　商工費（3 億 5,445 万 8 千円　対前年度+5,917 万 9 千円）  

Ø 7-1-1　商工総務費（3,250 万 9 千円） 

産業支援課 

主に商工観光担当職員の人件費や女性活躍・子育て応援企業表彰の費用です。 

Ø 7-1-2　商工業振興費（1 億 7,544 万 6 千円）　　　　　　　 産業支援課 
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商工会の運営助成や農林商工等連携サポートの事業費、コミュニティビジネス

支援事業費などです。また、今年度は物価高騰対策として、町内消費の下支えを

通じた生活者支援と消費促進による事業者支援を図るため、おおなんさくらカー

ドの利用促進事業の第２期や中小企業・小規模事業者の人材確保を支援する事業

を行います。 

○農林商工等連携サポート事業費 

国の地域おこし協力隊制度を活用し、飲食業に係る人材の育成と定住の確保

を進めてきました。令和 7 年度からは、新たに町内の医療・福祉法人で調理を

行う人材の確保と地産地消に取り組むため、地産地消調理人の確保、育成に取

り組んでいます。 

○町商工会運営助成事業 

商工会が行う経営改善普及事業、一般事業及び商工会の管理運営に要する経

費、商工会の事業者支援業務に要する経費の一部を助成します。 

○コミュニティビジネス支援事業費 

中小企業の積極的な事業展開を支援する地域商業等支援事業（小売店等開業

支援事業、移動販売・宅配支援事業等）や、住民生活や産業に欠かせない役割

を担う地域のガソリンスタンド存続を目的とする生活機能維持・確保支援事業

（ガソリンスタンドの改修支援）を行い、地域商業の維持・活性化を図ります。 

○邑南町企業魅力化サポート事業費 

町内企業の人材不足解消のため、人材を確保できる魅力ある企業の育成と魅

力発信を行います。また、UI ターン希望者等の掘り起こしと企業とのマッチン

グに取り組みます。 

○第２期邑南町ＩＣカード利用促進事業費 

物価高騰に対する支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金を活用し、おおなんさくらカードにポイント付与のキャンペーンを実施する

ことにより町内消費の下支えを通じた生活者支援と消費促進による事業者支援

を行います。 

　　　 ○中小企業・小規模事業者人材確保支援事業 

　　　　　 町内中小企業等における安定的な雇用の確保や賃上げ環境の整備のため、若

年人材を育成する事業所及び外国人材を受入れる事 業所等に対し支援を行い

ます。 

Ø 7-1-3　観光費（1 億 4,650 万 3 千円）　　　　　　　　　　 産業支援課 

邑南町の宣伝や観光・イベントの開催補助、観光地・観光施設の管理運営費が

含まれます。 

ここでは、断魚渓、千丈渓、深篠川キャンプ場、いこいの村、霧の湯、香木の

森、中国自然歩道（萩原山断魚渓コース）、道の駅邑南の里、軍原キャンプ場、

わんぱく館、ほたるの館、はすみ交流センターなどの管理運営費を計上していま

す。指定管理を行っている施設の委託料も含んだ額となっています。 

○はすみ交流センター管理費 

○断魚渓管理費　 
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今年度は、経常的な管理費に加えて、断魚渓の遊歩道改修費として 2,856 万

円を計上しています。 

○いこいの村管理費　 

○香木の森管理費 

　　 香木の森公園、いわみ温泉活用施設、邑南町農林漁業体験施設の３施設を一

体管理する費用です。民間事業者のアイデア等を取り入れた魅力あるエリアの

構築を図ります。 

○観光推進事業費 

　　 地域おこし協力隊（観光支援マネージャー）を任用するなど、邑南町内の観

光情報収集と発信、観光案内業務のほかイベントの企画・実施等により、関係

人口の創出、観光誘客促進に取り組みます。 

○道の駅邑南の里管理費 

令和７年度完成した「道の駅邑南の里」の経常的な管理費です。 

　　　 ○赤馬滝改修事業費 

　　　　　 名勝「赤馬滝」へ向かう橋の修繕を行います。 

○いこいの村改修事業費 

いこいの村玄関横スロープや浴槽機器の改修を実施します。 

 

  8 款　土木費（10 億 8,700 万 6 千円　対前年度△4,841 万 2 千円）  

Ø 8-1-1　土木総務費（6,790 万 3 千円）　　　　　　　　　　　　 建設課 

建設課全般の事務費、各種期成同盟会などへの負担金です。また、担当職員の

人件費も含みます。 

Ø 8-1-3　下水道費（1 億 7,110 万 8 千円）　　　　　　　　　　　 水道課 

下水道事業の内、特定環境保全公共下水道の町負担分や収入不足を補うための

経費です。 

Ø 8-2-1　道路橋りょう総務費（596 万円）　　　　　　　　　　　 建設課 

道路台帳、橋りょう台帳の管理費です。 

Ø 8-2-2　道路維持費（2 億 5,559 万 5 千円）　　　　　　　　　　 建設課 

道路の修繕費のほか除雪作業の委託や除雪車両の維持管理といった除雪にか

かる経費、町道の照明・融雪装置の電気代、修繕費が含まれます。 

　　　 ○道路維持費 

○除雪費 

Ø 8-2-3　道路新設改良費（3 億 2,552 万 1 千円）　　　　　　　　 建設課 

町道の新設や改良にかかる経費です。今年度は以下の路線を予定しています。 

² 町道高見宇都井線 

道路改良 50ｍを予定しています。 

² 町道簾金比羅線 

鉄穴原工区の道路改良 100ｍ、簾工区の道路改良 100ｍを予定しています。 

² 町道片田善教寺原線 

茅場工区の道路改良 100ｍ、善教寺工区の道路改良 100ｍを予定しています。 
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² 町道石見中央線交通安全対策 

道路改良 310ｍを予定しています。 

² 町道三日市松屋線・三日市工区 

道路改良 150ｍを予定しています。 

² 町道日南川上田線災害防除 

落石対策 30ｍを予定しています。 

² トンネル長寿命化事業費 

トンネルの点検を行います。 

² 町道伴蔵線 

　　　　　法面の災害防除を予定しています。 

Ø 8-2-5　橋りょう新設改良費（6,182 万円）　　　　　　　　　　 建設課 

町道橋りょうの長寿命化を図るための改修工事や点検を行います。 

〇橋りょう長寿命化事業費 

点検により判明した早期保全措置が必要な橋梁の長寿命化対策を行う事業で

す。今年度は、流田橋と本田橋、平沢屋橋の測量設計と槇原橋と後谷橋の修繕

を予定しています。 

　　　 〇橋りょう長寿命化事業（町道橋点検） 

道路法の改正により、町道橋を 5 年に一度近接目視の方法により点検するも

のです。今年度は 101 橋の点検を予定しています。 

Ø 8-3-1　河川総務費（837 万 8 千円）　　　　　　　　　　　　　 建設課 

河川浄化のための委託料や浄化活動への補助金、羽須美地域にある自動堰や揚

水機場の管理費となっています。 

Ø 8-3-2　砂防費（1,100 万円）　　　　　　　　　　　　　　　　 建設課 

県が行う急傾斜地の崩壊を防止する工事の負担金です。 

Ø 8-3-3　河川維持費（130 万円）　　　　　　　　　　　　　　　 建設課 

河川に堆積した土砂の撤去を行います。 

Ø 8-3-4　河川等災害関連費（2,005 万円）　　　　　　　　　　　 建設課 

町管理河川の氾濫被害防止のため、河川護岸の改修を行います。 

Ø 8-4-1　住宅管理費（1 億 844 万 8 千円）　　　　　　　　　 資産経営課 

主に町営住宅の管理に要する経費です。設備の点検や修繕のための経費のほか、

家賃補助負担金などの経費を含みます。また、既存の公営住宅の屋上防水や外壁

等の改修を行います。今年度の対象は十日市団地です。 

Ø 8-4-2　住宅建設費（913 万 4 千円）　　　　　　　　　　　 資産経営課 

○公営住宅建設費（高原団地） 

邑南町長寿命化計画に基づき、老朽化した出羽団地を解体し、高原団地に 1

棟 1 戸を建設します。今年度は、高原団地の外構工事を行います。 

Ø 8-4-3　住宅政策費（4,078 万 9 千円） 

地域みらい課 

資産経営課 

○空き家活用事業費 
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空き家登録された空き家の家財道具等の処分、内外の清掃、登記・調査、維

持管理に要する費用への補助金、空き家を解体し跡地に新築住宅等を建設され

る方に支給する補助金、老朽危険空き家の所有者に対して除去工事費用の一部

を支給する補助金などです。 

空き家の利活用を中心に住まい確保と住まいの情報提供を促進することで、

移住ならびに町内在住者の定住を推進する「住宅相談センター」の運営費も含

みます。 

○賃貸住宅建設補助支援事業 

民間の行う賃貸住宅の建設に対して、戸建て世帯用の新築事業は1戸当り400

万円、長屋世帯用・単身用の新築事業は 1 戸当り 350 万円、改修事業は 1 戸当

り 400 万円をそれぞれ上限に補助します。 

 

  9 款　消防費（4 億 9,820 万 9 千円　対前年度+284 万 6 千円）  

Ø 9-1-1　常備消防費（3 億 9,610 万 7 千円）　　　　　　　　　　 総務課 

江津邑智消防組合への負担金です。 

Ø 9-1-2　非常備消防費（7,107 万 2 千円）　　　　　　　　　　　 総務課 

消防団員の人件費や遺族補償年金、消防団の出動や訓練にかかる経費です。 

Ø 9-1-3　消防設備費（2,504 万 1 千円）　　　　　　　　　　　　 総務課 

消防車や防火水槽などの設備の整備や維持管理にかかる経費です。 

○消防車指揮車維持費 

消防団車両２８台、指揮広報車１台の維持管理費です。 

○消防積載車整備費 

消防積載車の整備を行います。今年度は、石見地域の第 10 井原分団及び第

11 日貫分団の消防車両を更新する予定です。 

Ø 9-1-4　防災費（598 万 9 千円）　　　　　　　　　　　　　　　総務課 

県の総合防災情報システム等の情報通信機器に係る経費や防災会議などの経

費です。 

○防災士養成事業費 

町民の防災士資格の取得を支援します。 

○災害備蓄品整備事業費 

○個別避難計画作成事業費 

災害時の避難等に援助が必要な方に適切な支援を行うため、「自助」「共助」　

「公助」による支援体制を更に推進し、避難行動要支援者の個別避難計画を作

成します。 

 

 10 款　教育費（14 億 2,478 万 1 千円　対前年度△1,136 万円）  

Ø 10-1-1　教育委員会費（111 万 5 千円）　 

学びのまち総務課 

教育委員の報酬と、教育委員会開催のための経費のほか、会議や研修のための

旅費が含まれます。 
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Ø 10-1-2　事務局費（1 億 6,836 万 4 千円） 

学びのまち総務課 

学びのまち推進課 

学びのまち総務課、学びのまち推進課の事務経費に加え、小中学校を対象に行

う研修会の講師謝金、学校用地の借地料や外国語指導助手（ALT）にかかる経費

などが含まれます。また、職員の人件費も含みます。 

○外国語指導助手費 

外国語指導助手にかかる経費です。今年度も、ALT の日常生活支援や緊急事

態への対応、ALT と学校、教育委員会との連絡調整の支援を行うＪＥＴプログ

ラムコーディネーター1 名を配置します。 

○教育支援センター事業費 

　不登校及び不登校傾向にある児童生徒の相談指導等を行います。今年度、校

内教育支援センターの役割を担う拠点を設置し、児童生徒の学校復帰に向けた

支援に取り組みます。 

○スクールソーシャルワーカー活用事業費 

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など児童生徒指導上の課題に対応する

ため、スクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒のおかれた様々な環境

に働きかけて支援を行います。 

○いじめ対応支援事業費 

アンケートＱＵや講演会、研修会を通していじめ等の諸課題に対応します。 

○指導主事配置費 

県教育委員会から指導主事１名の派遣を受けています。また、令和 7 年度か

ら生徒支援に関わる教育支援員を 2 名配置し、生徒支援の相談体制を強化して

います。 

○教師力向上対策事業費 

児童・生徒の学力向上につなげるため、小中学校教員の研修を実施し教師力

の向上を図ります。 

○邑南町小中学校の統廃合に関する事業 

令和７年度の小中学校の在り方検討委員会からの報告を踏まえ、小中学校の

統廃合に関する住民説明会・意見交換会等を予定しています。 

Ø 10-1-3　スクールバス運営費（7,775 万 8 千円）　　　学びのまち総務課 

スクールバスの管理、運行にかかる経費です。 

Ø 10-1-4　教職員住宅管理費（965 万円）　　　　　　　学びのまち総務課 

Ø 10-1-5　学校給食費（1 億 6,117 万 6 千円）　　　　　学びのまち推進課 

○学校給食費 

学校給食を提供するための経費で、ほとんどが学校給食会への補助金になっ

ています。他には給食審議会に要する経費、給食費の口座振替に要する経費で

す。 

Ø 10-2-1　学校管理費（小学校）（1 億 5,543 万 3 千円） 学びのまち総務課 

町内小学校の運営にかかる経費です。ＧＩＧＡスクール端末を更新するための
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経費、学校で使う消耗品等の購入や校外活動の補助金などがあります。また、担

当職員の人件費を含みます。 

○小学校屋内運動場熱中症対策備品整備費 

　　熱中症対策のための移動式冷風機・冷房機を整備します。 

Ø 10-2-2　教育振興費(小学校)（8,726 万 4 千円）　　  学びのまち総務課 

学びのまち推進課       

○就学奨励費（小学校） 

経済的理由により、就学困難である児童の保護者に対し、必要な援助を行い

ます。 

○子ども笑顔キラキラサポート事業費（小学校） 

様々な困難を抱えている児童に対応するため学習支援員、生活支援員を配置

します。 

○子ども読書活動推進事業費（小学校） 

各小学校に学校司書を配置します。 

○ふるさと教育推進事業費（小学校） 

子どもたちを健やかに育むために、学校、家庭、地域が連携協力してふるさ

と教育（おおなん学）に取り組みます。 

○日本語指導員配置費（小学校） 

外国にルーツを持ち日本語能力が十分でない児童が、日本語を用いて学校生

活を営むとともに学習に取り組めるよう、日本語の能力に応じた特別の指導（日

本語指導）を行う指導員を配置します。 

○スクールサポートスタッフ配置事業（小学校） 

教員の負担軽減を図ることで教員がより児童生徒への指導や教材研究等に注

力できるよう、スクールサポートスタッフを配置します。 

Ø 10-2-3　学校建設費（小学校）（3,806 万円）　　　　 学びのまち総務課 

○矢上小学校改修事業費 

矢上小学校の校舎外壁の補修を行います。 

○小学校施設衛生環境改善事業費 

衛生環境の改善を図るため、計画的に小学校のトイレ洋式化と乾式床への改

修を行います。今年度は、阿須那小、市木小、石見東小のトイレを改修します。 

Ø 10-3-1　学校管理費（中学校）（1 億 459 万 5 千円）　 学びのまち総務課 

町内中学校の運営にかかる経費です。ＧＩＧＡスクール端末を更新するための

経費、学校で使う消耗品等の購入や校外活動の補助金などがあります。また、担

当職員の人件費を含みます。 

○中学校屋内運動場熱中症対策備品整備費 

熱中症対策のための移動式冷風機・冷房機を整備します。 

Ø 10-3-2　教育振興費（中学校）（2,937 万 5 千円）　　 学びのまち総務課 

学びのまち推進課  

○就学奨励費（中学校） 

経済的理由により就学困難である生徒の保護者に対し必要な援助を行います。 
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○子ども笑顔キラキラサポート事業費（中学校） 

様々な困難を抱えている生徒に対応するため、学習支援員を配置します。 

○子ども読書活動推進事業費（中学校） 

各中学校に学校司書を配置します。 

○ふるさと教育推進事業費（中学校） 

子どもたちを健やかに育むために、学校、家庭、地域が連携協力してふるさ

と教育（おおなん学）に取り組みます。 

○邑南町地域指導者活用事業費（中学校）　 

教員が子どもに向き合える時間を確保し、学校・家庭・地域が一体となって

子どもたちを育む体制を強化するため、部活動指導員や地域指導者等を配置し

ます。 

Ø 10-3-3　学校建設費（中学校）（1,349 万円）　　　　 学びのまち総務課 

○瑞穂中学校校舎外壁等改修事業費 

瑞穂中学校の校舎外壁の塗装剥離やひび割れ等の改修を行います。 

○中学校防犯設備整備事業費 

学校内の安全対策のため、羽須美中学校と瑞穂中学校へ防犯カメラ等の整備

を実施します。 

Ø 10-4-1　社会教育総務費（1 億 4,537 万 4 千円）　　  学びのまち推進課 

社会教育委員にかかる経費やはたちを祝う式典などにかかる経費、学びのま

ち推進課の事務経費などが含まれます。職員の人件費も含まれます。 

○結集！しまねの子育て協働プロジェクト推進事業費 

学校、家庭、地域の連携による地域総掛かりで子育てする環境づくりに取り

組み、コミュニティ・スクールの運営や地域コーディネーターの配置、おおな

ん里山子ども科学教室、各公民館における体験活動などを行います。 

○地域クラブ活動への移行に向けた実証事業費 

部活動の地域連携・展開や地域スポーツ・文化クラブ活動移行に向けた環境

整備を学校、地域住民と協働して実施します。 

○社会教育主事配置費 

令和 7 年度から県教育委員会から社会教育主事１名の派遣を受け、ふるさと

教育（おおなん学）、コミュニティ・スクール、部活動改革などの推進に取り組

んでいます。 

Ø 10-4-2　公民館費（2 億 1,819 万 4 千円）　　　　　　学びのまち総務課 

学びのまち推進課 

各公民館の管理費や活動費、公民館長、公民館主事の人件費が含まれます。 

Ø 10-4-3　図書館費（1,960 万円）　　                学びのまち推進課 

町立図書館本館および各分館の管理運営費です。読書ボランティア研修講師・　

読み聞かせの謝金やブックスタート事業の経費も含まれます。図書館長や司書の

人件費も含みます。 

Ø 10-4-4　社会教育施設費（6,233 万円）　　　　　　　学びのまち総務課 

学びのまち推進課 
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　　　　産業支援課　　　　　　 

郷土館、元気館、青少年旅行村、旧久喜林間学舎等の管理運営にかかる経費

です。 

○青少年旅行村改修事業費 

老朽化による施設の修繕を行います。　 

Ø 10-4-5　文化財保護費（3,865 万 5 千円）　　　　　　学びのまち推進課 

発掘調査や文化財の管理、ハンザケ自然館運営に要する経費です。 

○文化財施設管理費 

邑南町指定文化財の旧山﨑家住宅の他、きねづかセンター、伊達屋及び施設

維持の管理経費です。 

○ハンザケ自然館運営費 

瑞穂ハンザケ自然館の施設管理費、飼育展示・フィールドワークなどの運営

経費です。館長の人件費も含みます。 

　　　 〇ハンザケ自然館改修事業費 

　　　　　オオサンショウウオ飼育展示用の半屋外水槽に冷却装置設置工事などを行い

ます。 

○発掘調査費（久喜銀山） 

久喜銀山遺跡の国史跡指定を受け、遺跡の価値を維持し次世代へと確実に継

承していくために、発掘調査や整備基本計画策定に向けた取り組みを進めます。 

Ø 10-5-1　保健体育総務費（7,222 万 7 千円）　 　　　 学びのまち総務課 

学びのまち推進課 

主にスポーツ推進委員への報酬や町スポーツ協会への補助金、フィンランド共

和国との交流事業や国際交流員の配置に要する経費などです。また、2030 年（令

和 12 年）に開催される国民スポーツ大会事業費も計上しています。 

○共生社会の実現関連事業費  

邑南町が目指している共生社会実現へ向けて、引き続きフィンランド共和国

やゴールボール、聴覚障がいに関する講演会などを実施し、障がい・障がい者

理解を深める取り組みを行います。国際交流員費も含まれています。 

また、令和 2 年度から休止していたフィンランドへの訪問交流事業を令和 7

年度から再開し、フィンランドのエスポー高校とのオンライン交流やホームス

テイなどを通じて多様な文化の体験など様々なプログラムにより学び合い、お

互い深い絆を結び国際理解を深めます。今年度はフィンランドのエスポー高校

生が邑南町へ訪問し交流する予定です。 

○国民スポーツ大会事業費  

2030 年（令和 12 年）の国民スポーツ大会で瑞穂球場及びいわみスタジアム

を会場に軟式野球競技が予定されています。今年度は、両球場の改修実施設計

を行います。 

Ø 10-5-2　体育施設費（2,212 万 1 千円）　　　　　　　学びのまち総務課 

体育館や野球場、グラウンドをはじめとする運動施設の維持管理費です。 

○体育施設照明設備対策事業費  
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中野体育館の照明設備のＬＥＤ化を行う経費です。 

 11 款　災害復旧費（250 万円　対前年度△150 万円）  

建設課 

Ø 11-1-1　農地災害復旧費（150 万円） 

令和 7 年 8 月の大雨により被災した農地の復旧に要する経費です。 

Ø 11-1-2　農業用施設災害復旧費（100 万円） 

令和 7 年 8 月の大雨により被災した農業用施設の復旧に要する経費です。 

 

 12 款　公債費（15 億 4,424 万 4 千円　対前年度△4,742 万 8 千円）  

財務課 

Ø 12-1-1　元金（13 億 8,655 万 5 千円） 

Ø 12-1-2　利子（1 億 5,768 万 9 千円） 

町の借金である町債の償還に必要な経費です。 

 

 98 款　予備費（3,000 万円　前年度と同額）  

不測の事態に備えて予備費を計上しています。 
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４．特別会計予算 

　それぞれの特別会計を担当する課ごとにまとめました。特別会計はそれぞれ独自の財

源を持っており、その収入により事業を行います。 

 

l 町民課　（95-1114）（IP:050-5207-3006） 

Ø 国民健康保険事業特別会計（12 億 8,900 万円） 

国民健康保険税や国・県の負担金、一般会計からの繰入金をもとに国民健康保

険の事業を行うための会計です。医療費の給付のほか、出産育児一時金や葬祭費

等の支給、保健指導や特定健康診査といった事業を行っています。また、直営診

療所事業会計への支援も行っています。平成 30 年度から県が財政運営の責任主

体となったことに伴い、町は徴収した国民健康保険税などを県に国民健康保険事

業費納付金として納めることになりました。 

なお、国民健康保険税の賦課徴収は財務課が行っています。 

 

Ø 国民健康保険直営診療所事業特別会計（１億 3,730 万円） 

阿須那、日貫、矢上の診療所の運営を行う会計です。診療報酬、個人負担金お

よび一般会計・国民健康保健事業特別会計からの繰入金などにより運営されてい

ます。 

 

Ø 後期高齢者医療事業特別会計（4 億 5,100 万円） 

75 歳以上の方の医療を行う会計です。実際の医療給付などは県下全市町村で構

成する島根県後期高齢者医療広域連合が行っています。加入者からの保険料のほ

か、国・県の負担金、一般会計からの繰入金などにより運営されています。 

 

l 情報みらい創造課　（95-1126） 

Ø 電気通信事業特別会計（3 億 9,400 万円） 

利用者からの使用料をもとに、おおなんケーブルテレビの運営を行うための会

計です。使用料に加え、一般会計からの繰入金も財源としています。 
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５．公営企業会計予算 

l 水道課　（95-1118）（IP:050-5207-3017） 

Ø 水道事業会計 

安全、安心な水を安定的に町民のみなさんにお送りするための事業を行う会計です。 

水道事業の予算には収益的収支と資本的収支があります。 

収益的収支とは、1 年間の営業活動で発生する料金収入などの収益と、収入を得るため

に必要となった費用を表し、その差から収益・損失が計算されます。 

資本的収支とは、施設の建設や更新に係る収入とその支出を表します。当該年度に建

設や更新された施設は将来にわたって稼働するため 1 年間の収入と費用を計上する収益

的収支とは区分されます。 

令和８年度は水道施設整備事業を 2 億 6,415 万円計上しています。　 

　○主な水道施設整備事業 

　　◆配水管耐震化（基幹改良）事業 

　　◆日和東水道施設増補改良事業 

◆水道施設機器更新事業 

 

予算額及び町債残高 

（税込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
　

予　　算　　額 企業債（借入金）残高見込

 令和８年度 令和７年度 前年度比較増減 増減率 令和８年度末 令和７年度末

 
収益的

収入 3億 7,790 万円 3億 7,623 万円  167 万円 0.4%

23 億 7,798 万円 23 億 869 万円
 支出 4億 1,396 万円 4 億 508 万円 888 万円 2.2%

 
資本的

収入 3億 3,733 万円 4億 2,989 万円 △9,256 万円 △21.5%

 支出 4億 9,563 万円 5億 8,497 万円 △8,934 万円 △15.3%

 
合計

収入 7億 1,523 万円 8 億 612 万円 △9,089 万円 △11.3%
前年度比較増減 6,929 万円

 支出 9 億 959 万円 9億 9,005 万円 △8,046 万円 △8.1%
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Ø 下水道事業会計 

生活排水等の衛生的な処理を行う事業のための会計です。 

下水管、処理場の管理及び浄化槽の設置、管理を行っています。 

水道事業と同様に、下水道事業の予算も収益的収支と資本的収支に分けられます。 

令和 8 年度は建設改良費を 1 億 3,109 万円計上しています。　 

　　○主な下水道施設等整備事業 

◆浄化槽市町村整備推進事業 

◆下水道処理施設台帳システム構築事業 

◆遠方監視システム改修事業 

◆ストックマネジメント事業 

 

予算額及び企業債残高 

（税込み） 

 
　

予　　算　　額 企業債（借入金）残高見込

 令和８年度 令和７年度 前年度比較増減 増減率 令和８年度末 令和７年度末

 
収益的

収入 7 億 6,655 万円 7 億 6,155 万円 500 万円 0.7%

31 億 7,789 万円 30億 747 万円
 支出 7 億 6,655 万円 7 億 6,155 万円 500 万円 0.7%

 
資本的

収入 4億 84万円 4 億 8,159 万円 △8,075 万円 △16.8%

 支出 6億 190 万円 6 億 6,674 万円 △6,484 万円 △9.7%

 
合計

収入 11 億 6,739 万円 12 億 4,314 万円 △7,575 万円 △6.1%
前年度比較増減 1 億 7,042 万円

 支出 13 億 6,845 万円 14 億 2,829 万円 △5,984 万円 △4.2%




